
　
特
別
定
額
給
付
金
の
申
請
期
限

は
、
令
和
２
年
８
月
20
日（
木
）ま

で
で
す
。

　
世
帯
主
の
方
に
申
請
書
を
郵
送

し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ま
だ
、
申

請
が
お
済
み
で
な
い
方
は
、
期
限

日
ま
で
に
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

※

郵
送
の
場
合
は
、
当
日
消
印
有
効

　
で
す
。

問
　
特
別
定
額
給
付
金
推
進
室
　

　
☎
０
７
３
８
・
５
２
・
５
３
０
１

　
８
月
28
日
〜
９
月
３
日
は
全
国

一
斉「
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番
」

強
化
週
間
で
す
。

　
い
じ
め
や
虐
待
な
ど
の
子
ど
も

に
関
す
る
人
権
な
ん
で
も
相
談
で

す
。

　
相
談
は
無
料
で
秘
密
は
守
ら
れ

ま
す
。
電
話
番
号
は
全
国
共
通
で

通
話
も
無
料
で
す
。
法
務
局
職
員

と
人
権
擁
護
委
員
が
相
談
に
応
じ

ま
す
。
子
ど
も
だ
け
で
な
く
大
人

も
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

時
　
８
時
30
分
〜
19
時
（
平
日
）

　
　
10
時
〜
17
時
（
土
・
日
）

問
　
和
歌
山
地
方
法
務
局
・

　
　
和
歌
山
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会

　
☎
０
７
３
・
４
２
２
・
５
１
３
１

　
家
庭
内
の
い
ざ
こ
ざ
、
い
じ
め

な
ど
の
心
配
ご
と
で
お
困
り
の

方
、
そ
の
他
日
常
生
活
に
お
け
る

諸
問
題
に
つ
い
て
お
知
り
に
な
り

た
い
方
は
、
お
気
軽
に
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

　
な
お
、
相
談
内
容
に
つ
い
て
の

秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
。

時
　
８
月
21
日(

金)

　

　
　
10
時
〜
15
時

場
　
福
祉
セ
ン
タ
ー
３
階

相
談
員

・
人
権
擁
護
委
員

　
宇
藤
　
　
勝
氏（
名
田
町
楠
井
）

　
阪
本
　
仁
志
氏（
薗
）

※

人
権
相
談
は
、
人
権
擁
護
委
員

　
の
自
宅
及
び
法
務
局
に
お
い
て

　
常
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

料
　
無
料

問
　
和
歌
山
地
方
法
務
局

　
☎
０
５
７
０
・
０
０
３
・
１
１
０

広報ごぼう 令和２年８月号　

ステーションステーション

場　場所　　対　対象　　料　料金・費用　　内　内容　　定　定員 ４８

納　期　限
今月の納期限は８月31日（月）です
◇市・県民税（２期）
◇国民健康保険税（３期）
◇後期高齢者医療保険料（２期）
◇介護保険料（８月分）

くらしの相談

特
別
定
額
給
付
金
の
申
請
は

　
　
　
　
お
済
み
で
す
か
？

無
料
人
権
相
談
所
を

　
　
　
　
　
　
開
設
し
ま
す

子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番

０
１
２
０
・
０
０
７
・
１
１
０

　消費生活のトラブルについて、特にご注意いただきたい事例や相談件数の多い
事例についてお知らせします。

～『日高地域消費生活相談窓口』から～

　全国的に相談が増えている、有名商品が激安価格で購入できると謳った広
告からインターネットサイトへ誘導しクレジットカードの情報を漏洩させる
手口が多発しています。
手口の例
インターネットサイトで商品を購入→購入画面（正規画面に似せた画面）で
クレジットカード番号などを入力→決裁が失敗しましたとなる（ここで情報
が抜き取られている）→その後正規画面に勝手に移動し普通に入力できるよ
うになり購入することができる。→後日注文した商品とは異なる商品が送ら
れてくる。

クレジットカード情報を漏洩させるインターネットサイトに注意

◇問い合わせ　消費者ホットライン　☎（局番なし）１８８
　　　　　　　日高地域消費生活相談窓口（市役所1階）　☎0738-52-5288
　受付（平日9時～12時・13時～17時）※土日祝日年末年始は休み

　クレジットカードの利用明細と商品の明細表を照らし
合わせて、身に覚えのない利用履歴があった場合はクレ
ジットカード会社にすぐに連絡しましょう。

◇心配ごと相談
　時　毎週水曜日
　　　13：00～16：00
　場　福祉センター３階
　問　御坊市社会福祉協議会
　　　☎0738-22-5490
◇人権相談
　時　毎週月曜日～金曜日
　　　８：30～17：15
　場　和歌山地方法務局御坊支局
　問　全国共通人権相談ダイヤル
　　　☎0570-003-110
　※毎週火曜日９時から16時は、
　　人権擁護委員が常駐しています。
◇御坊・日高常設法律相談所
　時　毎週木曜日
　　　13：30～16：00
　場　財部会館
　問　和歌山弁護士会
　　　☎073-422-5005
　※事前予約が必要です。
　※30分で5,000円程度の相談料
　　が必要です。
◇行政相談
　時　８月12日（水）
　　　13：00～15：00
　場　福祉センター３階
　問　防災対策課
　　　☎0738-23-5528
　行政相談委員

　　　久堀　修二　氏
　　　☎0738-23-2229

　　　寺﨑　鈴子　氏
　　　☎0738-22-2152
　

く  ぼり    　しゅうじ

てらさき　　すず こ

う
　と
う
　
　
　
　
ま
さ
る

さ
か
も
と
　
　
ひ
と
し

人権イメージキャラクター
人KENまもる君 人KENあゆみちゃん


